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コンプライアンスの推進体制について 

 

１ 概 要 

⚫ これまでそれぞれ取組を進めてきたコンプライアンスとハラスメント

対策を、より効果的かつ相乗的な取組とするため、一体的に推進する。 

⚫ ハラスメント対策を含むコンプライアンスの推進に取り組む課相当の

組織を、令和６年度（2024 年度）に新たに設置する。 

 

２ コンプライアンス推進課の設置 

(1) 設置 

組織：企画部コンプライアンス推進課コンプライアンス推進係 

時期：令和６年（2024 年）４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 主な所掌事務 

ア 職員コンプライアンスの推進に関すること 

イ ハラスメント対策に関すること 

ウ 発生した事案への対応と調査に関すること 

 

資料１ 

【企画部】 


